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昭
和
五
十
三
年
六
月
十
六
日
提
出 

質

問

第

六

二
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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

南
海
タ
ク
シ
ー
㈱
樽
井
営
業
所
及
び
尾
崎
営
業
所
の
廃
止
計
画
の
取
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
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木 
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一 

 



 

従
つ
て
右
両
営
業
所
の
存
続
は
、
地
元
の
発
展
の
た
め
に
も
、
両
自
治
体
関
係
者
、
地
域
住
民
及
び
当
該
職
場
の

労
働
者
が
こ
ぞ
つ
て
強
く
希
望
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
日
常
生
活
の
上
で
も
例
え
ば
樽
井
駅
前
発
の

終
の
バ
ス
は
、
金
熊
寺
行
は
午
後
八
時
、
砂
川
行
は
午
後
九
時
で
打
切
り
と
な
り
、
そ
の
後
の
交
通
は
南
海
タ

ク
シ
ー
以
外
に
な
く
、
そ
の
た
め
従
来
か
ら
婦
人
客
の
利
用
が
多
く
、
も
し
廃
止
さ
れ
れ
ば
極
め
て
不
便
と
な 

 

り
、
か
つ
防
犯
上
か
ら
も
欠
か
せ
な
い
交
通
機
関
で
あ
る
。
更
に
バ
ス
運
行
回
数
が
少
な
い
た
め
、
老
人
、
病 

南
海
タ
ク
シ
ー
㈱
は
、
大
阪
府
泉
南
市
所
在
の
樽
井
営
業
所
と
阪
南
町
所
在
の
尾
崎
営
業
所
を
廃
止
し
よ
う
と

し
、
近
く
大
阪
陸
運
局
長
に
対
し
、
事
業
計
画
の
変
更
を
申
請
す
る
予
定
だ
と
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
右
両

営
業
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
南
海
本
線
樽
井
駅
前
及
び
尾
崎
駅
前
に
位
置
し
、
泉
南
市
並
び
に
阪
南
町
の
表
玄
関
に
相

当
す
る
場
所
で
、
従
来
か
ら
市
民
の
足
の
確
保
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
南
海
タ
ク
シ
ー
㈱
樽
井
営
業
所
及
び
尾
崎
営
業
所
の
廃
止
計
画
の
取
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

こ
の
度
の
廃
止
計
画
が
伝
え
ら
れ
る
や
、
泉
南
市
内
の
樽
井
区
長
前
田
喜
代
松
氏
、
鳴
滝
区
長
の
東
野
種
重 

 

氏
、
信
達
葛
畑
区
長
の
山
田
繁
氏
、
童
子
畑
区
長
の
大
浦
啓
次
郎
氏
、
楠
畑
区
長
の
谷
口
織
之
助
氏
、
砂
川
区
長

の
末
田
恵
一
氏
、
砂
川
公
園
団
地
自
治
会
長
の
池
田
勝
弘
氏
、
男
里
区
長
細
井
辰
雄
氏
、
一
丘
団
地
自
治
会
長
坂

本
節
治
氏
、
男
里
浜
区
長
居
村
明
氏
等
各
区
長
連
名
で
山
本
稔
氏
を
代
表
者
と
す
る
存
続
の
請
願
並
び
に
南
海
交

通
労
働
組
合
泉
佐
野
支
部
長
新
井
勝
彦
氏
か
ら
廃
止
反
対
の
請
願
が
提
出
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
泉
南
市
、
阪
南
町

に
広
範
な
存
続
の
要
求
が
高
ま
つ
て
い
る
。 

前
記
申
請
は
、
道
路
運
送
法
第
十
八
条
第
一
項
本
文
及
び
同
法
施
行
令
第
四
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り

大
阪
陸
運
局
長
の
認
可
を
要
す
る
の
で
、
以
下
の
諸
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

人
、
身
体
障
害
者
の
交
通
往
来
に
欠
か
せ
ぬ
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
加
え
て
冠
婚
葬
祭
の
利
用
も
重
視
さ
れ
て

い
る
。 

一 

陸
運
局
長
は
事
業
計
画
の
変
更
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
、
認
可
、
不
認
可
を
決
す
る
に
当
た
り
、
審
査
の
内 

四 

 



 

 

五 

容
及
び
方
法
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
の
か
。 

二 

右
両
事
業
所
が
地
域
交
通
に
果
た
し
て
い
る
機
能
に
つ
い
て
、
万
一
廃
止
さ
れ
た
と
き
の
代
替
交
通
機
関
の

有
無
な
ど
を
含
め
、
十
分
調
査
さ
れ
る
か
ど
う
か
。 

三 

地
方
自
治
体
関
係
者
、
住
民
代
表
な
ど
の
意
見
、
希
望
を
直
接
聴
取
し
、
そ
れ
を
尊
重
し
て
慎
重
審
議
さ
れ
る

か
ど
う
か
。 

四 

公
益
的
見
地
か
ら
存
続
が
適
当
と
判
断
さ
れ
た
と
き
、
申
請
会
社
に
対
し
存
続
を
行
政
指
導
さ
れ
る
か
ど
う

か
。 

右
質
問
す
る
。 


